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OSS申請共同利用システム（AINAS）の利用に関する実施細則 

 

平成２９年 ３月１６日 制定 

平成２９年 ７月 ５日 改正 

平成３０年１０月２４日 改正 

令和６年１１月１１日 改正 

 

公益財団法人自動車情報利活用促進協会 

 

第１条（目的） 

本細則は、公益財団法人自動車情報利活用促進協会（以下、｢利活用協会｣とい

います。）OSS申請共同利用システム（以下、「AINAS」といいます。）利用規約（以

下、「利用規約」といいます。）の実施上必要な細目について定めることを目的と

します。 

 

第２条（利用申込みに伴う所定の方法等） 

 利用規約第４条第１項で定める所定の申込方法等は、下記に定める書類等の

うち、代理人については各号を、依頼人については第１号を、利活用協会に送付

するものとします。 

（1） OSS申請共同利用システム（AINAS）利用申込書 

（2） 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 

（3） 利用規約第４条第２項に掲げる書類 

２ 前項第１号および第２号の書式は、それぞれ別表１および別表２とします。 

３ 依頼人における第１項第１号に掲げる利用申込書は、原則として、代理人が

とりまとめて利活用協会に送付するものとします。 

 

第３条（登録事項） 

 利用規約第６条第２項第５号で定めるその他利活用協会が定める事項は、下

記の事項のうち、代理人については各号、依頼人については第１号および第２号

とします。 

（1） 別表１記載の管理者ユーザー情報 

（2） 別表１記載の利用登録通知書他書類等の送付先情報 

（3） 別表２記載の預金口座振替情報 

 

第４条（変更申込みに伴う所定の方法） 
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 利用規約第９条第１項で定める所定の方法は、OSS 申請共同利用システム

（AINAS）変更等申込書（以下、「変更申込書」といいます。）を利活用協会に送

付するものとします。 

２ 前項の変更申込書の書式は、別表３とします。 

 

第５条（提供書類について） 

利活用協会へ提出した資料等については、返却しないことを予め承諾するもの

とし、利活用協会において一定期間を経過した後、当該物件を復元又は判読が不

可能な措置を講じた上で廃棄するものとします。 

 

第６条（利用の終了に伴う所定の方法） 

 利用規約第１０条第２項で定める所定の方法とは、OSS申請共同利用システム

（AINAS）解約通知書（以下、「解約通知書」といいます。）を、利活用協会に送

付するものとします。 

２ 前項解約通知書の書式は、別表４とします。 

 

附則 

本細則は、平成２９年４月１日から適用します。 

附則 

本細則は、平成２９年７月５日から適用します。 

附則 

本細則は、平成３１年１月４日から適用します。 

附則 

本細則は、令和７年１月４日から適用します。 
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別表１（第２条第２項関係）－代理人－ 
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別表１（第２条第２項関係）－依頼人－ 
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別表２（第２条第２項関係） 
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別表３（第４条第２項関係）－代理人（個人）－ 
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別表３（第４条第２項関係）－代理人（法人）－ 
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別表３（第４条第２項関係）－代理人（法人切替用）－ 
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別表３（第４条第２項関係）－依頼人－ 
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別表４（第６条第２項関係） 

 


